
令和８年10月28日㈬（予定）

約８名（人間発達心理コースとして）

（人間文化）

科目等履修生の募集は２月下旬と８月下旬に行う予定です。

科目等履修生は、単位修得を目的とした制度です。履修して科目について、試験等の上、
単位を修得できます。　※本学に在学中の方は出願できません。
科目等履修生の事務手続きについての問い合わせは、教務課　教務企画（024-548-8053）
までお問い合わせください。

令和８年９月17日㈭～９月25日㈮（予定）

正式な募集要項については、入試日程が決まり次第、本学ウェブサイト「入試情報」
（http://nyushi.adb.fukushima-u.ac.jp/）にて公表予定です。

令和９（2027）年度

　標準は２年ですが、長期履修学生（職業を有している等の事情により、２年を超えて履修すること
を事前に申請し許可された者）の場合は、授業料はそのままで４年まで在学期間を延長できます。

（１コマ90分）
（１コマ90分）

024-548-8106

024-548-8064

科目等履修により修得した単位は、本学大学院入学時に、既修得単位として申請することも
可能です。単位申請に関する内容は教務課までお問い合わせください。



　福島大学大学院に入学したきっかけは、学内の先生
方の講義だけでなく地域の病院の医師や司法・福祉分
野等の心理職の講義が充実していたことです。大学院
では実際のケースを担当したり複数の領域の学外実習
を経験したりし、実践的な学びを数多く得ることがで
きました。先生方には修了まで手厚くサポートしてい
ただきました。心理臨床家としての姿勢や多職種連携
の重要性など、現在の仕事で活かすことができていま
す。

　保健医療、福祉、教育、司法・犯罪，産業・労働分野の
各臨床を病院や専門機関での臨床実習で学びます。また、
附属の臨床心理・教育相談室での面接、不登校やひきこも
りの本人及び家族のグループワーク、スクールカウンセリ
ング助手、少年鑑別所での学習支援などにより臨床実践を
積み重ねます。本領域は、国家資格である「公認心理師」
のカリキュラムが設けられ、さらに、第１種の臨床心理士
養成大学院として指定されています。スクールカウンセ
ラー、病院、学校臨床（発達支援）、児童相談所、警察の
少年や被害者相談、家庭裁判所調査官、法務省の心理技
官・法務教官・保護観察官などの専門家として実践できる
人材の養成を目指し、そこで学んだ知見を学校教育の実践
にも活かします。 

　臨床心理領域では、学校臨床、とりわけいじめや不登
校、非行、あるいは発達障害などの特別なニーズを持つ
子ども・青年やその家族に対応する効果的な指導・援
助・支援を行うために、学校、家庭、地域、専門諸機関
等が相互に連携する臨床的方策について、学習・研究を
行います。
　高度な知識や能力、技能の習得という専門性、ならび
に学校教育と心理臨床や福祉、保健、医療、司法、矯正
保護等とを結びつける統合性という2つの観点から、教
育関係者の実践力向上や援助専門職（公認心理師、臨床
心理士、スクールカウンセラー等）の人材養成を行いま
す。教員等の社会人でも臨床心理士受験資格が得られま
す。

　臨床心理領域は、地域デザイン科学研究科人間文化専
攻人間発達心理コースの昼間・夜間同時開講で行う独立
専攻の大学院です。
　現職教員のリカレント教育への社会的要求に応えると
ともに、広く学校教育や専門機関、地域福祉等のヒュー
マンサービスに携わる社会人、これからそれらをめざす
人々を対象にしています。学校の安全と心の危機管理に
ついても実践手法を学びます。

　病院、クリニック等の医療機関、児童相談所・児童養護施設等福祉機関、精神保健福祉センター・保健所等保
健機関、家庭裁判所、少年鑑別所、学校（スクールカウンセラー）等教育機関、自衛隊等といった多様な専門機
関で働く心理専門職や地方自治体や企業のメンタルヘルス関連業務に就くために必要な国家資格（基礎資格）が
「公認心理師」です。
　特に、福島県においては、復興支援を担う心理専門職や心理支援関連職の養成は、喫緊の課題です。県内の専
門機関への心理専門職の供給、スクールカウンセラーの養成、そして、不登校・いじめ・自殺・非行問題等に対
応できる専門機関との連携能力を備えた心理専門職である「公認心理師」の育成が必要となります。
　そこで、公認心理師カリキュラムを設けて、450時間以上の心理実践演習を行う10数箇所の医療、福祉、司
法・犯罪分野に関する実習施設も準備しています。なお、公認心理師の受検資格取得には、文科省・厚労省令で
定める科目を大学及び大学院で学修するか、4 年制大学で履修した後に２年以上の認定施設での実務経験が必要
です。
　なお、臨床心理士受験については、大学で心理学を専攻していない場合も、本学本領域を修了すれば受験資格
を得られます。

　私は長い間学校現場に携わる中で、教師が心理の専門
的な知識や技能をもって子どもたちに関わることの必要
性を感じ、勤務しながら本大学院での学びを得ました。
　特に、大学院で学んだ実践に結びつく講義とロールプ
レイや実際の面接に対するスーパービジョンは、子ども
たちや保護者との心理的な関わりをより良くすることに
つながりました。現在は大学院で学んだ臨床心理学の視
点をもちながら、柔軟な教育活動のサポートや子どもた
ちの居場所づくりを目指して仕事をしています。
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